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⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟  

コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程  

 

第 １ 条 （ ⽬ 的 ）  

本 規 程 は 、特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈  ⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー・ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟（ 以 下「 本 連

盟 」と い う 。）に お け る コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 基 本 ⽅ 針 、遵 守 事 項 、推 進 体 制 及

び 運 ⽤ ⼿ 続 を 定 め る こ と に よ り 、 ス ポ ー ツ の 公 正 性 と 安 全 性 、 透 明 な 組 織 運 営 、 及

び 社 会 的 信 頼 を 確 保 す る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

 

第 ２ 条 （ 定 義 ）  

１  本 規 程 に お け る 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 」 と は 、 以 下 を 遵 守 す る こ と を い う 。  

 (1) 法 令 （ 特 定 ⾮ 営 利 活 動 促 進 法 、 ⺠ 法 、 労 働 関 連 法 令 、 補 助 ⾦ 等 交 付 要 綱 、 個

⼈ 情 報 保 護 関 連 法 令 等 を 含 む 。）  

 (2) ⾏ 政 機 関 ・ 統 括 団 体 ・ 関 係 競 技 団 体 が ⽰ す ガ イ ド ラ イ ン 、 ル ー ル 、 通 達 等  

 (3) 本 連 盟 の 定 款 、 諸 規 程 ・ 細 則 、 理 事 会 決 議 、 契 約  

 (4) ス ポ ー ツ の 公 正 性 ・ 安 全 性 ・ ⼈ 権 尊 重 に 関 す る 倫 理 ・ 社 会 的 規 範  

２  「 役 職 員 等 」と は 、理 事 、監 事 、事 務 局 職 員 、派 遣 ・ 嘱 託 ・ ア ル バ イ ト 、常 勤 ・

⾮ 常 勤 の コ ー チ ・ 強 化 ス タ ッ フ 、 各 種 委 員 会 の 委 員 そ の 他 本 連 盟 の 業 務 に 従 事 ⼜ は

関 与 す る 者 を い う 。  

３  「 登 録 選 ⼿ 等 」と は 、本 連 盟 に 登 録 す る 競 技 者 、選 ⼿ 、加 盟 団 体・加 盟 チ ー ム 、

審 判 員 、 指 導 者 、 ボ ラ ン テ ィ ア そ の 他 本 連 盟 の 統 括 の も と 本 連 盟 対 象 ス ポ ー ツ に 関

与 す る 者 を い う 。  

 

第 ３ 条 （ 基 本 ⽅ 針 ）  

１  本 連 盟 は 、 暴 ⼒ 、 い じ め 、 体 罰 、 パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト 、 セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ

ン ト 、 差 別 的 取 扱 い （ ⼈ 種 、 国 籍 、 年 齢 、 障 害 、 性 別 、 性 的 指 向 、 性 ⾃ 認 、 社 会 的
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⾝分等 に 基づくも の を 含 む ）、性 的搾取 、児童虐待、ド ーピング、不正 な ⾦銭授受、

⼋百⻑、違法賭博そ の 他不正 ⾏為を⼀切容認しな い 。  

２  本 連 盟 は 、 選 ⼿ の 安 全 と健康を最優先し、 競 技 ・練習・⼤会 運 営 等 の場に お い

て、過度な負荷や危険な環境を放置しな い 。  

３  本 連 盟 は 、財務 ・ 会計処理 お よ び 補 助 ⾦ そ の 他 の 公 的資⾦ の 取 扱 い に お いて、

適正 性 ・ 透 明 性 ・説明責任を 確 保 す る 。  

４  本 連 盟 は 、代表選 ⼿ ・ 強 化 指 定 選 ⼿ 等 の 選考、 審 判 員 の 指名・ 派 遣 、 ⼈材登 ⽤

等 に際し、客観性 ・ 公平性 ・合理 性 を 確 保し、恣意や縁故・不当な圧⼒ を排す る 。 

５  本 連 盟 は 、 これらの ⽅ 針 を 全ての 役 職 員 等 お よ び 登 録 選 ⼿ 等 と共有し、 理解・

浸透 を図る 。  

 

第４条 （適⽤ 範囲）  

１  本 規 程 は 、 役 職 員 等 お よ び 登 録 選 ⼿ 等 すべてに適⽤ す る 。  

２  理 事 ・ 監 事 そ の 他 の 役 員 は 、 本 規 程 を率先して遵 守し、 組 織⽂化 として定着さ

せる責務 を負う 。  

３  本 連 盟 は 、 委 託先、 ス ポ ンサー 、 取引先等 の 関 係 者 に 対しても 、 本 規 程 の趣旨

の周知に努め る 。  

 

第５条 （ コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 体 制 ）  

１  本 連 盟 は 、理 事 会 の 下 に コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）を

置き、 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推 進 、点検、改善を ⾏わせる 。 委 員 会 の詳細 は 別 に 定 め

る 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 規 程 」 に よ る 。  

２  委 員 会 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 基 本 ⽅ 針 ・ 年間計画を策定し、 そ の実施

状況を点検し、問題点・リス ク を把握し、 理 事 会 に 報告・提⾔す る 。  

３  理 事 会 は 、 委 員 会からの提⾔を真摯に検討し、必要 な是正措置・再発防⽌策を

決 定し、実施す る 。  
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第６条 （教育・研修）  

１  本 連 盟 は 、 役 職 員 等 ・ 登 録 選 ⼿ 等 に 対し、少なくと も 年 １回、 コ ン プ ラ イ ア ン

ス教育を ⾏ う 。  

２  教育の内容は 、 (1)本 連 盟 に適⽤される 法 令 ・ ガ バナン ス コ ー ド 、 (2)本 連 盟 の

各 種 規 程 、(3)会計・ 補 助 ⾦ ・不正防⽌、 (4)代表選 ⼿ 等 の 選考の 公 正 性 、(5)⼤会 運

営 に お け る 安 全 確 保 、 (6)暴 ⼒ ・ ハ ラ ス メ ン ト ・ 差 別 の禁⽌、 (7)ド ーピング・⼋百

⻑等 の不正 ⾏為の防⽌、 (8)SNS の適正 利 ⽤ 等 を 含 む も の と す る 。  

３  本 連 盟 は 、新任理 事 ・ 監 事 ・主要 職 員 ・主要 コ ー チ ・ 審 判 員 等 に 対し、就任・

登 録時オリエ ン テ ー ション としての コ ン プ ラ イ ア ン ス研修を ⾏ う 。  

４  研修の実施⽇ 、 対 象 、講師、教材、参加状況は記録し、 委 員 会 お よ び 監 事 が 確

認できる よ う に 保存す る 。  

 

第７条 （相談・ 通 報 制度）  

１  本 連 盟 は 、 暴 ⼒ 、 ハ ラ ス メ ン ト 、 差 別 、 会計不正 、 そ の 他 の コ ン プ ラ イ ア ン ス

違反⼜ は そ の疑い に 関し、 役 職 員 等 及 び 登 録 選 ⼿ 等 が相談・ 通 報できる窓⼝を設置

す る 。通 報・相談に 関 す る 運 ⽤ の詳細 は 、別 に 定 め る「 通 報相談処理 規 程 」に よ る 。  

２  相談・ 通 報 を受けた者 は 、速やかに内容を記録し、 委 員 会 に 報告しな ければな

らな い 。  

３  相談・ 通 報 を ⾏った者 に 対し、当該相談・ 通 報 を 理由と す る解任、降格、 登 録

抹消、試合・⼤会からの不当な排除、嫌がらせ等 、 いかな る不利益取 扱 い も ⾏って

は ならな い 。  

４  本 連 盟 は 、相談・ 通 報内容の秘密を 保持し、 個 ⼈ 情 報 保 護 に⼗分留意す る 。  

 

第８条 （調査・是正 ）  

１  重⼤な コ ン プ ラ イ ア ン ス 事案が疑われる場合に は 、 委 員 会 は 事実関 係 を調査し、
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原因を分析し、是正・再発防⽌策を 理 事 会 に提案す る 。必要 に応じ 、外部の弁護⼠、

公 認 会計⼠、学識経験者 等から成る独⽴調査委 員 会 の設置を提案す る こ と ができる 。 

２  理 事 会 は 、提案を踏まえて、懲戒、 指 導 、改善命令 、資格停⽌、 登 録抹消等 の

措置を検討し、 決 定 す る 。 そ の際、当該者 に弁明 の 機 会 を 与える など、 公平かつ中

⽴的 な ⼿ 続 を 確 保 す る 。  

 

第９条 （ 利益相反の管理 ）  

１  本 連 盟 は 、 理 事 、 監 事 、 職 員 、 委 員 、 コ ー チ 、 審 判 員 、 登 録 選 ⼿ 、 加 盟 団 体 ・

加 盟 チ ー ム そ の 他 の 関 係 者 と 本 連 盟 と の間に⽣じ得る 利益相反を適切に管理 す る 。

具体 的 に は 、当該者 が ⾃⼰⼜ は 第三者 のため に 本 連 盟 と 取引し、または 本 連 盟 の意

思決 定 に影響を 与える⽴場にある場合に は 、 そ の 事実を 事前に申告させ、 理 事 会 ⼜

は必要 な 機 関 に よ る承認 を経る こ と を 基 本 と す る 。 特 に 理 事 に よ る ⾃⼰⼜ は 関 連当

事 者 （ 理 事 の所属す る企業 ・ 団 体 、近親者 、 理 事 が継続 的 な 利 害 関 係 を有す る 取引

先等 を 含 む 。）と の 取引そ の 他 利益相反取引は 、原則 として禁⽌され、やむ を得な い

場合に限り 、適切な ⼿ 続 を経て例外的 に承認される も の と す る 。  

２  前項 の承認 に際しては 、 関 係 者 は 重 要 な 事実を開⽰しな ければならな い 。 理 事

会 等 は 、 (1)取引条件の 公 正 性 、 (2)特 定 の 個 ⼈ ・ 団 体への不当な 利益供与 の有無、

(3)本 連 盟 の中⽴性・社 会 的 信 ⽤への影響を検討し、そ の 審 議経過と 判断理由を 議 事

録 等 に 明記す る 。 こ の 議 事 録 等 に は 、提出された相⾒積り そ の 他 の客観的証憑、 審

議 の経過、承認 理由お よ び そ の合理 性 、承認後の フォロー ア ッ プ ⽅ 法 を 含 め る 。  

３  利 害 関 係 のある 者 は 、当該事 項 に 関 す る 審 議 ・ 決 定からは原則 として除外され

る 。除外された者 は 、承認後も当該取引の実施状況について理 事 会 そ の 他適切な 機

関 に 報告しな ければならな い も の とし、 そ の 報告は 議 事 録 等 に記載す る 。  

４  本 連 盟 は 、 利益相反に 関 す る具体 的 な 判断基準、申告⼿ 続 、承認 ⼿ 続 、記録 ・

保存⽅ 法 等 を 定 めた「 利益相反ポリシ ー 」 を 別途策定し、 運 ⽤ す る 。  

５  本 連 盟 は 、 重 要 な 契 約 ・ ス ポ ンサー 契 約 等 については 、⼊札・相⾒積も り 等 、
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客観性 ・ 透 明 性 を担保 す る ⽅ 法 を可能な限り ⽤ い 、 そ の資料を 保存す る 。  

 

第 １０条 （記録 ・ 保存）  

１  本 連 盟 は 、 本 規 程 に 基づくコ ン プ ラ イ ア ン ス計画、教育実施記録 、 通 報受付記

録 、 委 員 会 議 事 録 、 委 員 会 に よ る提⾔お よ び 理 事 会 の 対応内容等 を 、 法 令 そ の 他 理

事 会 が 定 め る期間保存す る 。  

２  これらの記録 は 、 委 員 会 及 び 監 事 が必要 に応じ閲覧できる 。  

 

第 １ １ 条 （⾒直し）  

本 規 程 は 、 ス ポ ー ツ庁、 統 括 団 体 、 関 連 法 令 の改定 、 社 会状況の変化 、 本 連 盟 の 運

営実態等 を踏まえ、 理 事 会 決 議 に よ り適宜⾒直す 。  

 

附則  

１  本 規 程 は 、 理 事 会 の承認 の ⽇から施⾏ す る 。  


